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　今号の特集タイトルは「子どもの権利条約の批准から10年一施設養

護の検証」とした。国連で〕989年に採択された条約を、わが国は5年

遅れで94年にようやく批准した。それからおよそIO年が経過した。こ

の間に果たしてどれだけ子どもの権利についての認識が広がり、理解

が深まったのであろうか。また、子どもの権利擁護に関する具体的な

進展は見られたのであろうか。

　確かに児童虐待防止法の制定・改正がなされ、児童福祉法も子ども

の権利擁護の観点から若干の改正が行われている。また、児童養護に

関しては里親制度の改革、施設への専門職の配置、施設の小規模化や

ケア単位の縮小への努力も見られる。しかし、児童福祉施設最低基準

は据え置きのままである。虐待を受けた子どもや多くの困難を抱えた

子どもたち一人ひとりへの手厚いケアはなかなかできず、子どもの行

動化に対処しきれず苦悩している職員も多いという。「子どもの権利」

という言葉が独り歩きして、それに振り回されている観も否めない。

このような実態を子どもの権利擁護の観点からとらえ直し、今後のあ

り方を探るとともに、少しでも処遇上のヒントとなることを願って特

集を組んだ。

　ところで、岩堂美智子氏、伊達直利氏、そして瀧口の3名は今号の

発行をもって編集委員の任期を終える。4年間、本誌の編集をとおし

て多くのことを学び、考える機会を与えられたことに感謝している。

次号から新しい編集委員を迎え、本誌のさらなる発展を願っている。

なお、財団の常務理事である池田マリ子氏、そして長らく本誌の編集

担当事務局として多大な貢献をしてくださった井出厚子氏が退社され

るとのことである。本誌の発行をはじめ、児童福祉施設への支援、職

員研修事業の推進等にお力を注がれたことに、この場をお借りして心

より感謝申し上げたい。　　　　　　　　　編集委員長・瀧ロ桂子



施設ケアと子どもの人権
特 集
子どもの権利条約の批准から10年

　　　一施設養護の検証

　　　　　　　　　　　　　　　　　　たき　かわ　かず　ひろ

大正培人間酬臨床心騨専攻搬滝川一廣

1．はじめに

　．J’・どもの人権は以前に論じたことがある（「「了・どもの

人権』再考」、こころ0）科学94号、2000年lll：D。この論

考は、咋秋、若．．卜手を加えて拙著r新しい思春期像と精

神療法』（金剛n．1）1反、2004年）に収載したばかりで、そ

の後、考えが特に進んでいるわけではない。それとの重

複部分をお許しいただきたい。

　児童福祉や施設養護の領域で、「丁どもの人権（子ど

も0）権利）」は川語としては耳慣れたものだろう。声高

く語られることもある。しかし、理念はともかく、施設

養護をはじめ子どもと直接かかわる場からすると、どこ

かしっく［｝しない硬い言葉で、馴染みにくさを少なから

ず覚えないだろうか。それはなぜか、すこし理屈っぽい

話になるけれども、私なりに考えてみたい。

2．「人権」という思想の背景

　「権利」という．言葉カミ”righピ’a）1沢i亨吾とはよく知1られ

ている。“right“とは「il：．しさ」「正義」という意昧であ

ることも知られている。ところが日本語の「権利」には、

この原語の意昧が抜け落ちている。権は「力」という意、

利は「利益」という意だからである。すなわち「利益を

まもる力」というのが日本語の「権利」で、この訳語に

は「正しさ」「正義」という原語にこめられていた含意

が消えている。この四欧概念がわが国に入ってきたとき、

「right　orbelligercncy（交戦権）．1「tcll’itoria］rights（領土権）」

など、もっぱら国家の利益をまもる力を意味する用語と

して使われたためだろう。それなりの事情があったわけ

だが、この訳語は私たちの「権利」への意識を微妙にゆ

がめてきたかもしれない。どうするのがtじしいのか、な

にがi．じしいあり万か。それが「権利righUというi．享葉の

核心であるc．

　「人権」は“human　rights”の訳で、原意のままとれば

「人の）Eしさ・1である。この言葉は西欧近代になって生

まれた。西欧史において「iE義」や「1〔しさ」は久しく

神（God）のものだった。一’神教のもとでは、なにがrighl

かを知る者、定める者は全知全能で唯．一・絶対の榔のみで

ある。そこでは“llUm‘m　t’ights”という概念は生まれな

いcところが、その「神の正義」は宗教戦争、宗教裁判、

魔女狩りの嵐をイkみ出し、神の．1じしさのもとにヨーロッ

パ全土を殺裁と荒廃が覆うにいたった。その惨たる歴史

を背景に、IE義やIEしさを判1の手から人の手にゆだねよ

うとする思想が《ヒまれたのであろう。これが”htmltm

rights”の思想、人権思想の始まりだったと考えられる。

　「神の正義」「神の｜［1：しさ」が悲惨を招くのは、それ

がただひとつの普遍真理、ただひとつの絶対正義だから

である。絶対’普遍の正義である以i”、修．11三や妥協の余地

はない。「神の正義」に過ちはなく、だから内省の必要

はない◇「神の正義」に矛盾はなく、だから蹄路も葛藤

も生じない。このようなil三義はかならず大きな悲惨を人

問社会にもたらさずにおかない。この歴史の教訓を踏ま

えて、内而において神の1じしさを信じる自山（11信仰の

自由」）は認めあうかわり、地・ヒの杜会でなにを「］11Zし

い」とするかは神ではなく人間同十で決めよう、「神の

正しさ」ではなく「人のi1三しさ」で社会を営もうという

約束が生まれた。これが近代ト1：会の始まりである。

　［．人権」は、神ならぬ有限で過ち多き人［llij同十での地
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．ヒの決めごと、つまり社会的な「約※ごと」だから、ご

く相対的な「正しさ」でしかない。それぞれの社会のな

かで取り決められた正しさだから、社会によって内容が

異なっていてもよい。絶対普週の正しさではなく、修正

もあれば妥協もある。矛盾もはらんでいる。このような

不確かさをもっているけれども、絶対普遍の「神の正し

さ」がどんなに悲惨を招いたかを省みれば、「人の正しさ」

のほうがはるかにましだろう。これが「人権human　rights」

という思想の土台であるo

　したがって、「人権」が理念として絶対視され、不可

侵の正しさかのように語られたり扱われたならば、みず

からの土台をこわすことになる。人への不当な扱いや

日々の暮らしにとって非合理な制度が杜会にみられたと

き、それに対して「正しさ」を求めるのがhuman　rightsで

ある◇これはとても大事だろう。けれども、これは「人

権」という新たな神に仕えることではない。「人権」が

絶対になってしまえば、そこからは「人権」という神に

忠実かどうかに一挙手一’投足が問われるみたいな狭い倫

理主義と、それと表裏一体の「触らぬ神にたたりなし」

の事なかれ主義が生まれる。障害をめぐる領域や福祉の

領域において、こうした倫埋主義と事なかれ主義があい

まって多くのタブーがつくられてこなかっただろうか。

　生活のなかでさまざまな問題にぶつかる都度、個別的

かつ広い視野のなかで、そこではなにを「正しい」と選

ぷかをやわらかく考えてゆくことが「人権human　rights」

の道だろう。

3．「子どもの人権」をどう考えるか

　こう考えるなら、「子どもの人権」とは、．子どものう

ちにあらかじめ備わった不可侵な自然の法のようなもの

ではない。文言．．Lでは「子どもには○○の権利がある」

といった表現が使われても。子どもにどうかかわり、子

どもをどう扱うのを「lllしい」とするかの杜会的な「決

めごと」「約束ごと」が、そうした表現をとるだけであ

る。

　これは、たとえば『子どもの権利条約』のような「条

約」としてそれが示される事実からもわかるだろう。条

11t－，の児砿と母性

約とは国家間の約束である。また、「子どもの権利条約j

は、大人が起案し、大人の閥で締結されたものである。

ここからもわかるように「子どもの人権」とは、大人の

問での約束ごとである。

　この約束の背景には、子どもたちを自分たちと1司じく

．一・個の独立した人格とみなそうという大人たちの考えが

ある。神の絶対性と神の正しさへの従属から別れて自分

たちの正しさで生きんとする近代社会が進むにつれ、自

SZした「個人」という自己認誠が人々一般のものとなり、

それはやがて子どもにも向けられるようになった。大人

が絶対的で子どもはそれに従届するものとする子ども観

から、子どもも独立した主体的な人格とする子ども観に

移ったため、子どもに対して大人はどうあるのが正しい

のか、改めて問われることになった。それへの答えが

「子どもの人権」だろう。

　r子どもの権利条約』は、大人たち同士の約束と大人

から子どもへの約束のみで、子どもから大人への約束は

ない。「大人は子どもにかくかくを約束するから、・了・ど

もは大人にしかじかを約束」という双方向性をもたない。

ここからも「大人の間」での約束ごとだとわかるだろう。

「子どもの権利」に対’して、子どもに「権利」があるな

ら「義務」もあらねばおかしい（権利保障だけでは片手

落ち）という意見は、この意味で正しくない。「子ども

の権利」とは、あくまで大人の間での（子どもにはいわ

ば一・方的な）取り決めなのだから。

　こうした一方性（非・双方r6ぱk）は、大人と子どもと

の関係が「養育関係」という非対称な関係を本質するた

めである。大人と大人とが社会的にはまったく対等な個

人同士として対称的な関係を結び、権利一義務を分かち

合っているような関係ではない。もともと法的な「権利」

「義務」の約束は、そうした対称性をもった社会的関係

を前提としたものである。これに対して、「子どもの人権」

とは非対称な関係にもとつく大人側の取り決めである。

両者が対称的な関係となったときとは、すでに子どもが

大人になったときである。そしてそのときからは、「子

どもの」という括弧つきではない「人権」という約束の

もとにおかれるようになる。
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　子どもを一個の独立した（その意味で大人と同等な）

存在とみなすことの「正しさ」と、子どもと大人とは対

称の関係ではなく子どもは被養育的な（その意味で大人

に保護監督される）存在とみなすことの「正しさ」との

問には、ときとして矛盾や葛藤が止じる。「人のjl三しさ」

がはらまざるをえない矛盾のひとつかもしれない。『子・ど

もの権利条約」でも、子どもを一’個の三渡体的な個人とし

て遇しようという条文と、まだ弱い者として護ろうとい

う条文とが一緒になっている。

　この矛盾は、社会的には「子ども観」の対立としてさ

まざまな場而で現われてくる。．．一・例をあげれば、少年犯

罪に対して杜会制裁的に対処すべきか保護教育的に対処

すべきかといった対立の背後にあるのはこれだろう。家

庭の子育てにおいても、大なり小なりなんらかの．矛盾や

葛藤が現われるにちがいない。けれども、これはどちら

か一・方を正しいものとして解消すべき矛盾ではなかろ

う。むしろ、この矛盾と葛藤があってこそ、それを通し

て子どもは大人になってゆけると考えるべきだろう。

4．子育てと子どもの人権

　わが子にどうかかわるのが正しいのか、どう級うのが

正しいのかと子育てに悩んだとき、条約や法律の条．文に

答えを求める親はいないだろう。また、そこに答えがみ

つかるわけではない。子どもとの家庭生活のなかで私た

ちが出会う体験は、「椛利」「人権」などの社会的な理念

とは別次元のものではあるまいか。次のことを考えれば

わかると思う。

　「生命に対する固有の権利」（子どもの権利条約第6

条）や「健康を享受すること等についての権利」（第24

条）の保障のために、親たちはわが子に授乳したりごは

んを食べさせたり熱があれば病院に連れていったりの

日々を重ねているのだろうか。そんなわけはない。おの

ずとこうしたかかわりへと大人（親）たちを促している

動因は、もっと別のなにかである。子どもが「ねえ、抱

っこ」とせがんだり「今日の夕ごはん、ハンバーグがい

いな」と言ったり「お片づけなんてヤダ！」と駄々をこ

ねるのは、「意見を表明する権利」（第12条）を行使せん
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がためだろうか。もちろん、ちがう。子どもをそのよう

に振舞わせる動因は、やはりもっと別のなにかである。

　この別のなにかに強いて名前をつけるなら、エロス的

な親和性とでも呼べぱよかろうか。これは身体性をはら

　　なヱb
んだ生身で直接的な関係の世界である。いっぽう「権利」

とか「人権」といった観念は、社会的な理念や思想の．且

界、つまりエロスに対してロゴスの世界に属している。

家族や親子のきずなとして互いのかかわりを支えている

ものは、理屈ぬきに肌で感じ合うようなエロス的な力で

ある。必ずしも家族の間と限らず、大人と子どもとの関

係は、多かれ少なかれ、こうしたエロス的な関係を帯び

るだろう。幼い子どもほど、まだ十分に杜会的な関係の

世界には人っていないe

　大人と子どものエロス的な関係に支えをもつ子育てに

は、「権利」「入権」といった社会的な理念（ロゴス）の

人りこむ余地も、必要も本来はない。冒頭に触れた「し

っくりしにくさ」「馴染みにくさ」の底には、これがあ

ると思う。ただし、神ならぬ人間の子育てにはチャイル

ドァビューズのごとくこの関係そのものに失調が生じ

て、「監護を受けている閲における虐待からの保護」（第

19条）が求められるケースがある頻度で起きざるをえな

い。「子どもの人権」の出番は、こんなときである。

　しかし、ここでも必要となるのは、養育者への「あな

たは「生命に対’する固有の権利』を子どもから奪ってい

ます」といった説得や批判ではない。これでは泰態を悪

化させるだけだろう。アビューズとなった養育関係の改

善は、養育者が「子どもの人権」に日覚めることによっ

てではなく、子育てを支える「別のなにか」、つまりエロ

スrl勺な親和性の回復によってこそ可能だからである。

5．施設ケアと子どもの人権

　児童養護施設などにおける子どものケアも、子育てで

あるからには本質は家庭でのかかわりと同じはずであ

る。それを職業としているところはちがっても、子ども

たちとのかかわりはエロス的な関係に基づいている。

　本誌53号（20029ilO月）に「要保護児童の発達と回復」

という小文を寄せ、アビューズを受けてきた子どもたち



への施設ケアを考えた。そこでは、なにか特殊なやり方

ではなく、子育で一般に求められる手間ひまと根気と心

配りとをいっそう丹念に重ねる琉要さについて理由をあ

げながら述べた。この困難な仕事を地道にやりおおせる

にはプロとしての職業意識とチームワークが欠かせない

が、その職業意識やチームワークを奥で支えるのは、や

はり子どもとの間に働くエロス的な力にちがいない。Ei

の前に生身の子どもたちがいて、そこに生身の暮らしが

あるからである。ときにはいとおしく、ときにはいらだ

たしく、しかしやっぱり幸せになってくれたらの想いを

引きだす生きた存在が子どもである。

　ただ、施設での子育ては「社会的養育」の名もあると

おり、杜会的な要硝による而を家庭での子育てよりも色

濃くもっている。そこでは「子どもの人権」という社会

的な約束のいかんもおおきく問われることになる。たと

えば、「児童に関するすべての措置をとるに当たっては、

公的若しくは私的な杜会福祉施設、裁判所、行政当局又

は立法機関のいずれによって行われるものであっても、

児童の肢善の利益が主として考慮されるものとする」（第

3条1項）とある。だが、子どもたちへの「最善」を約

束しながら、われわれの社会が施設に与えているのは久

しく据え置かれたままの「最低基準」に過ぎぬ実態を私

たちは知っている。財．政赤字だけのせいであろうか。社

会が湯水のごとくお金を使い、それがいつまでも続くよ

うに思われていたバブル期にも最低基準の見直しは取り

組まれなかった。

　施設ケアの対象となるのは、いずれも複雑で困難な生

い立ちや］捌Wを背娯にした子どもたちばかりである。い

ったいなぜ？　どうしたらいい？　これからどうなる

の？　それらがわからぬまま運命に（大人たちの事情に）

翻弄されてきた子どもたちで、そのわからなさや覚束な

さが、その子の日々をいっそう地に足がつきにくいもの

としている。「子どもの人権」という理念は、子どもへの

「告知」や「説明」や「インフォームドコンセント」の必

要を強調し、そのうえに立った子ども自身の「意見表明」

「自己決定」に従うべきだ、その約束でやろうという方

向に向かっている。これが基本的に正しいのは、その逆

Ul；界の児童と母性

を考えてみればわかるだろう。たしかにその「権利」が

子どもにある。自分の運命は自分で握ることができると

いう感覚がなければ生きるのはむずかしい。

　とはいえ、実は安易にはゆかない。いつ、どこで、だ

れが、どういう関係において、そうしたはからいをすれ

ばよいのだろうか。むずかしいのは、やはり、大人と子

どもとの非対称性にぶつかるからである。「告知」「説明」

から「インフォームドコンセント」「自己決定」という

プロセスは、大人阿士の対’称性をもった対等な契約関係

を前提に作り出された手続きである（それでも複雑微妙

な綾がはらまれうる）。それを形式的にもちこむだけで

は、ほんとうにその子のためかどうかはわからない。

　知らしむべからずといった扱いや大人の思惑だけから

の処遇が（善意からであっても）正しくないのは自明で

ある。それを自明としたうえであえて述べれば、「子ど

もの人権」という理念や「告知・説明・インフオームド

コンセント・自己決定」という人権ガイドラインばかり

が、その子その子の個別的な事情や状1兄への心配りより

も先行してしまっては、元も子もない。いま、ここで、

そうすることが、その子にとってはどんな意昧をもつの

か。その子のためにどう生きるのか、生きないのか。い

まその子にはどう体験されうるのか。その重みへの慎重

な検討と配慮と黄任性のうえで、その「正しさ」が問わ

れることこそが大切で、かつなかなかむずかしいと

思う。

キーワード：工ロス的な関係

　私たちの生きる関係の世界は、具体的な個人性を離れた社

会的な「役割」や「契約」によって結ばれたインパーソナル

な関係と、その人その人の個人性や身体性によってこそ結ば

れた生身で直接的な関係とからなってし、る。前者を社会的な

関係、後者をエロス的な関係と呼ぷ．家族や親子などの関係

世界は後者である。
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子どもの権利条約批准後
10年を検証：子どもの生活

特 集
子どもの権利条約の批准から10年

　　　一施設養護の検証

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しん　ほ　ゆき　お
神奈川県立保健酬・大酬健福騨部助搬新保幸男

1．はじめに

　「」”どもの権利に関する条約」（以ド、本稿では条

約と表記する）は、18歳．未満のすべての人の保護と

基本的入権の尊眠をイJti進することをn的として、

1989年秋の国連総会において、全会’致で採択され

た。わが国は、ユ990年9J’1　21　1」にこの条約に署名

し、1994年4月22日にlj七准を行い、158番［1の締約

囚となった。

　条約は前文のほかに3部に分けて楢成されてお

り、第1部（第1条～第41条）において児童の権利

に関する具体的規定が記され、第2部（第42条一第

45条）では締約川1の進捗状況を審査し、必要な勧告

を行うために「1：どもの権利委員会」を設置するこ

となどを規定している、、第3部（躯16条～第54条）

では、批准や改正などに必要な手続などが規定され

ている。

　締約国は第44条第1項にもとついて、条約の効力

が生じてから2年以内に、進捗状況などをまとめた

第1回目の．報告を「子どもの権利委n会」に行い、

その後は5年ごとに同様の報告を行い、当該委員会

による箸i査を受けることになっているc，このため、

ll本は1996年に第11／／　’f．］　？M・告を行い、2001fドに第2「fll

報告を同委貝会に提出し、それぞれ娯重な審査を受

け、阿委貝会による審沓結果が示されている◇

　本稿では、条約批准後の約10年のIIHに、児童福祉

施設の∫・どもたちの生活を取り巻く制度はどのよう

に変化したのかについて、①この間の園内ilill度の変

化、②「子どもの椛利委貝会」による審査結果とい

う観点から、条約批准がわが国にもたらした変化を

把握したいと考’えているt一

2．条約批准後における制度上の変化

　国内制度の変化は、①1997年及び2004年｝｝己～1｛：福祉

法改ll：を通じて条約のi…旨がll本の児？i《福祉il｛ll度に

浸透しはじめることとなった、、また、②2000年「児

1狗、ぱ待の防1ヒ竺1｝；に関する法律」制定及び20例年「児

？i’〔虐待の防II二等に閲する法律」改1には、児～拍1壁待と

いうぶ題への対’応を通じて、条約の意昧をより深く

考える機会をわれわれに提供することとなった、、

　ユ997年及び200・i年児1肘1‘i祉法蜘Eにおいては、児

竜の最善の利益を確保するヒで必要な意見表明やlil

法閲り・のあり方について、より明確なものとなるよ

うな修IEが段階的に行われてきた、，親f’分離が必要

と判断するための手続き、分離期間中の親子のlyg

係、親了・の1］1；統合などの一一連の手続き規定が徐々に

整理されてきていると考えられる。

　2000年「児～1（虐‘1…の防IL等に関する法律」ll｝1」定及

び2004年「児・『虐待の防ll：等に関する法律．」改il：を

通して、第19条及び第34条で扱われている震待につ

いての取り組．みが少しずつ前進してきたものと思わ
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れる。また2002年には、雇用均等・児童家庭局長通

知「里親制度の迎営について」に専門里親が明示さ

れ、実際に活用され始めたことにより、条約第20条

の主旨を生かすことが可能になってきていると思わ

れる。

　この他に、児童買春、児蹴ポルノに係る行為等の

処罰及び児童の保護等に関する法律（1999）、児童の

商業的性11勺搾取に対づ’る国内行動計画の策定

（200ユ）、1｜f少年育成施策大綱の策定（2003）など

も、この10年間に行われたことであり、それぞれ、

第34条（性的搾取、虐待からの保護）、第32条（経済

的搾取からの保護、有害となるおそれのある労働編

の従事からの保護される権利）、第28条（教育につい

ての権利）などを意識したような政策運営が展開さ

れてきたと考えられる。

3．第1回「子どもの権利委員会」審査結果（1998年）

　第1回「子どもの権利委貝会」審査結果が示すと

ころの「肯定すべき点」のなかには、1997年児童福

祉法改正があげられている。具体的内容については、

本文中には特段の記述はないが、条約に明記された

「児童の最善の利益」や「意見表明権」などへの取

り組みに対する一定の評価であると考えられる。

　具fa；r］eJには、児堂福祉法第27条の措置をとる場合

には、児童や保護者の意向を必ず明記しなければな

らないことを児童相談所長に義務づけたこと（法第

26条）、都道府県知事は入所等の措置の決定や解除の

際に、保護者や児敢の意兇と児童相談所の意見が異

なる場合などには、都道府県児童福祉鞘議会の意見

を聴くこと（法第27条第8項）などが創設されたこ

とに一・定の評価が行われたものと考えられる。

　他方、第1回「児童の権利委員会」審査結果が示

すところの「懸念事項」としては、①児童のプライ

llヒ界の1　恒と母刊：

バシーの権利を保障するという点において、卜分な

取り組みが行われていないこと、②施設に人ってい

る児意の数が多いこと、並びに、特別な援助、養護

及び保護を必要とする児童のための家庭環境に代わ

る手段を提供するために設けられた枠組みが不・卜分

であること、③虐待問題に対する取り組みが不十分

であることなどが指摘されている。

　そのLで、第1回「子どもの権利委員会」審査結

果は、①施1没職貝やソーシャルワーカーに、権利条

約について適切に学びうるプログラムを作ること、

②条約の一般原則、特に差別の禁llパ第2条）、児童

の最善の利益（第3条）及び児童の意見の尊重（第

12条）の一般原則が、単に政策の議論及び意思決定

の指針となるのみでなく、児童に影響を与えるいか

なる法改正、司法的・行政的決定においてもまた、

すべての事業及びプログラムの発展及び実施におい

ても、適切に反映されることを確保するために一層

の努力が払われなければならないこと、③児童のプ

ライバシーの権利、特に家庭、学校及び児童養護そ

の他の施設におけるこの権利を保障するため、立法

的なものを含め追加（IJな措置を導入すること、④特

別な援助、養護及び保護を必要とする児意のための

家庭環境に代わる手段を提供するために設けられた

枠組みを強化するための措阻をとること、⑤家庭内

における、性的虐待を含む、児叢の虐待及び不当な

取扱いの事案に関する詳細な情報及び統計を収集す

ること、⑥児童の虐待及び不当な取扱いの事案が適

切に調査され、加害者に制裁が加えられ、とられた

決定が周知されるよう、また、これを達成するため

に、児童にとって容易に利用でき親しみやすい不服

申立手続が確立されること、などが勧告されてお

り、この勧告を受けるように「児童虐待の防⊥ヒ等に

関する法律」（2000年）が制定された。
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4．第2回「子どもの権利委員会」審査結果（2003年）

　第2回「子どもの権利委貝会」審査結果が示すと

ころの「肯定すべき点」のなかには、先に示した

「児童買春、児蹴ポルノに係る行為等の処罰及び児

童の保護等に関する法律」の制定’（1999）および

「児堂虐待の防止等に関する法律」の制定（2000）、

「児童の商業的性的搾取に対する国内行動計画」の

策定（2001）、「青少年育成施策大綱」の策定（2003）

などがあげられている。

　・一・方で、「プライバシー権」「体罰」「被虐待児へ

の支援」「子どもの意見の尊重」などについては手

厳しい結果が示されている。

　「プライバシー権」については、児童の持ち物に

対する検査や施設職貝が児童の私信に介人すること

が取り1二げられている。このため、（a）私信の尊重

や持ち物検査の点も含む、児童のプライバシー権が

完全に実施されるよう確保すること、（b）児童福祉

施設の最低基準を条約第ユ6条と適合するように改正

すること、という勧告が行われている。

　「体罰」については、学校、施設及び家庭におい

て体罰が広く実践されていることを指摘し、その．ヒ

で、「施設及び家庭における体罰を禁止すること」、

「体嗣に関する態度を変輩するため、子どもの不当

な取扱いの悪影響について教育キャンペーンを実施

すること」、「また、そのような罰に代わる手段とし

て、学校、施設及び家庭において積極的かつ非暴力

的な形態の規律及びしつけを促進すること」、「施設

及び学校の子どもを対象とした苦情申立てのしくみ

を強化すること」、「不当な取扱いの苦情が効果的に、

かつ子どもに配慮した方法で対応されることを確保

する」ことを勧告している

　「被虐待児への支援」に関しては、「児童虐待の通

報及び調査を改善するためにとられ、相当の成果を
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もたらしてきた措置を歓迎する」と「児童虐待の1防

止等に関する法律」の制定を評価する一・方で、「児

童虐待の防ILのための包括的かつ分野梢断的な戦略

が存在しないこと」、「被害者の回復及びカウンセIJ

ングのためのサービスが不充分であり、このような

サービスへの需要の高まりに対応できていないこ

と」を指摘し、「市民杜会、ソーシャルワーカー、親

及び子どもと連携しながら、児童虐待の防［1：のため

の分野横断的な国家戦略を策定すること」「家庭で

虐待の被害を受けた子どもを対象とした保護措置を

改善するために法律を見直すこと」「児童相談所に

おいて被害者に分野横断自勺な方法で心理カウンセリ

ングその他の回復サービスを提供する、訓練を受け

た専門家を増貝すること」「子どもに配慮した方法

で’i’‘ll情を受理、監視、調査及び訴追する方法につい

て法執行官、ソーシャルワーカー、児童相談所職員

及び検察官に提供される研修を増加させること」な

どを勧告している。それらの勧告の一・部は、第2回

審査結・果を受ける形で、2004年「児童虐待の防｜L等

に関する法律」の改正及び2004年「リ己〕EI福制二法」改

正の際に、早速制度改正が行われている。

　「子どもの意見の尊重」については、「子どもの

意見の尊重を向．i二させようとする締約国の努力には

留意しながらも、委貝会は、子どもに対する社会の

伝統的態度により、家庭、学校、その他の施設及び

社会一般における子どもの意見の尊重が制限されて

いることを依然として懸念する」と指摘し、「家庭

裁判所及び行政機関、施設及び学校ならびに政策立

案において、子どもに影響を及ぼすあらゆる事柄に

関して子どもの意見の尊重を促進しかつ子どもの参

加の便宜を図ること」「子どもがこの権利を知るこ

とを確保すること」「子どもに影響を及ぼすあらゆ

る事柄に関して意見を考慮されかつ参加する子ども



の権利について、とくに親、教育者、政府の行政職

員、司法関係者及び社会一般に対し、教育的情報を

提供すること」「子どもの意兇がどのぐらい考慮さ

れているか、またそれが政策、プログラム及び子ど

もたち自身にどのような影響をあたえているかにつ

いて定期的検討を行なうこと」「学校、及び子・どもに

教育、余ll毘その他の活動を提供しているその他の施

設において、政策を決定する諸会繊体、委貝会その

他のグループの会合に子どもが制度的に参加するこ

とを確保すること」「公衆一般及び子どもを対’象と

して、条約、及びとくに子どもが権利の主体である

ということに関する意識啓発キャンペーンを強化す

ること」「子どもとともに及び．了・どものために働い

ているすべての者、とくに教職員、裁判官、弁護士、

議員、法執行官、公務貝、自治体職員、子どもを対

象とした施設及び拘禁場所で働く職員、心理学者を

含む保健従事者、ならびにソーシャルワーカーを対

象として、条約の原則及び規定に関する体系的な教

育及び研修をひきっづき実施すること」「意識啓発

キャンペーン、研修及び教育プログラムが態度の変

革、行動及び子どもの取扱いに与えた影響を評価す

ること」「人権教育、及びとくに子どもの権利教育

を学校カリキュラムに含めること」などが勧告され

ている。

　この第2回「子どもの権利委員会」審査結果

（2003年）を読みながら、あらためて、われわれが

取り組むべき課題の多さに気づかされる。次回、第

3回報告書の提出期限は、2006年5月であり、・一・・つ

．一 ・つ課．題をクリアすることに早めに挑戦しなければ

ならない。

5．今後への期待

　第2回「子どもの権利委貝会」審査結果（2003tl，i）

ll「界ぴ）児依と母ヤ1…

においては、①プライバシーの保滋との関連で児童

福祉施設最低基準の改正についての勧告が行われて

いる。また、②児童福祉専門職への条約の原則など

についての研修を強化するようにとの勧告も行われ

ている。真正而から取り組むのにちょうど良い時期

なのではないかと考える。

　その方向に添う形で、2004年4月22日には「児童

禰祉施殻における禍祉サービスの第三者評仙団F業の

指針について」（雇児発第0422001．号厚生労働省雇用

均等一児黄家庭局長通知）が出され、公．1．E・中立な

第三者機関が、専門的かつ客観的な立場から各施設

の福祉サービスの内容を評価する事業が開始される

ようになった。

　例えば、児童養護施設の場合、「福祉サービスの基

本方針と運営管理」「児童の権利擁護」「地域等との

関係」「福祉サービス実施過程の碗立」「福祉サービ

スの適切な実施」「福祉サービスの独自性及び向上

性」という祝点から鄭門家による評価が行われると

ともに、「利用者本入、家族等からのヒアリング又は

ヒアリングに替えてアンケートを行’うこと」などに

より、①個々の事業者が事業迎営における具体的な

問題点を把握し、サービスの質の向．1二に係る取り親

みを促進することや、②利用者が禰祉サービスの内

容を十分に把握できることが目指されている。この

ような第三者評価を通して、条約の主旨が具体的な

施設運営に反映されやすい状況が整いつつあると考

えられる。

キーワード：「子どもの権利委員会」

　「子どもの権利条約」を批准した箇が、条約が定めた義務

を適切に果たしているかどうかを審査するために、条約第43

条にもとついて設けられた委員会である。委員会は、徳望が

高く、かつ、条約が対象とする分野において高い能力がある

と認められた10人の専門家によって柵成される。投票権は各

締約固にあるが、選ばれるのは締約国の国民の中から、地理

的配分などを考慮しつつ選ばれる。任期は4年である。
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障害児教育に見る児童生
徒の権利擁護
一子どもの権利条約批准後10年を検証

　　　　　　　　　　　　　明治学院大学心理学部

特
子どもの権利条約の批准から10年

　　　一施設養護の検証

　　かね　　こ　　　　たけし

搬金子健

1．はじめに

　子・どもの権利条約の批准は、教育現場に大きな影

響を与えたといえる。20．lll：紀後’tt’、戦後50年を経よ

うとしていた当時、学校教育の現場は混迷の度を深

めていたtt壬どもの主体的学習意2改は低．ドし、不登

校やいじめ、さらには自殺の問題が表而化し、それ

はますます低年齢化することで深刻の度を増してい

た，、この状況の背景には、さまざまな社会的要囚が

複合r19に影響し合っていて．単純に論じることはでき

ない，：激しさを増す受験戦争のなかで、競争・1硫、

偏差値主義が支配し、了・どもたちは疲れ果ててい

た，、さらに学校の過度の怜理ゴ：三義のもと、厳しすぎ

る校川や体罰の横行によって、児寸ll生徒の権利侵叱i茎i二

が11常化し、物言わぬ1，／・の群れとなっていたのであ

るc．

　そのような状況ドでの．∫・どもの権利条約批准は、

社会の大人たちや教育現場の関係者に対し大きなイ

ンパクトを与えた、，了・どもを権利の主体として尊重

し、その意見表明に耳を傾けるようになり、その結

果、意昧もなく厳しい校則や体消を見直す風潮が広

がり、それによって救われた子どもたちは少なくな

いt・t

　しかし、批准後10年を経過した現在でも、f’ども

の権利はその構造が1分に明らかになっているわけ

ではなく、また、その権利が適切に保障されている

状況とは．言えない。

　本稿では、了・どもの権利をどう考えるか、とりわ

け教育を受ける権利について、それを保障するとは

どういうことなのかを、教育現場における障害のあ

る了・どもたちの状況を通して考えてみたい．障害の

あるJf’どもたちは、権利という視点から見たとき、

いわば．極限状態に置かれており、権利擁護と権利侵

害のギリギリの接点に位置しているからである。そ

していま大きく転換を図ろうとしているわが国の特

殊教育の制度の背景についてあわせて考えてみた

い。

2．障害児教育の歴史

　ヨーロッパにおけるルネ．ソサンス迎動は、人間の

flj’能性にnをPlけさせ教育の思想と公教育制度の確

立に大きな役割を果たした。18世紀末のフランス革

命に代表される人権思想の高まりは、障害児の教育

の必要性と可能性に気づくきっかけとなり、聾唖学

校や盲学校の設、ン：の背膓；（とな・）た〔、19世紀の幕開け

と同ll寺に始まる医師イタールによるアヴェロンの野

生児ヴィクトールに対する人間性復活をめざした教

育的実践は、その弟．｝”セガンによってアメリカにお

ける知的障害児の’；lt，校教育へと受け継がれていく。

　黒船の来航を機に長い鎖国政策を解いたわが国で

は、江戸1時代末朋に宇ξ｝沢諭吉や後の初イ℃文部大臣森
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lll：界の児蔽と母性

有礼らが遣欧、巡米使節として欧米の教育制度を視

察し、障害者のための学校や施設の必要性を伝えて

いる。明治政府は、1872（明治5）年に学制を発布

し国民皆学を打ち出すとともに、その中で「廃人学

校アルヘシ」との規定で障害児の教育について言及

したeこうしてユ878（明治11）年の京都盲唖院の設

立によって、わが国の公教育としての障害児教育が

スタートすることになる。

　1886（明治19）年には小学校令が出され、就学率

が50％を超えるようになると、　・斉授業についてい

けない学業成績の低い子どもへの対’策が必要になっ

てきた。なかでも強力な勧学政策がとられ公教育の

普及が全国に先駆けて進んでいた長野県で、ユ890（明

治23）年に「落第生学級」が設置され、臆初の特殊

学級としての実践が始められた。

　特殊教育の制度は、障害のある子どもたちの教育

を受ける権利を保障するllll渡としてスタートし、障

害の種類と程度によって分けた教育の場で、　・人ひ

とりの個別的なニーズに応えるためのシステムとし

て発展してきたといえる。

　戦後、小学校P｜．1学校の義務教育制度がスタートす

るが、知的障害の養護学校については自治体による

学校の設置が間に合わないため、就学義務が免除さ

れていた。つまり、予どもの教育を受ける権利が奪

われていたのである。ようやく、ユ979（昭和54）年

の養護学校教育義務制の完金実施をもって、わが国

の義務教育制度は完成するe

　学校教育法第71条では、「盲学校、聾学校又は養護

学校は、それぞれ盲者、聾者、又は知的障害者、1皮

体不自山者若しくは病弱者に対して、幼稚園、小学

校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施し、あわ

せてその欠陥を補うために、必要な知識技能を授け

ることを日的とする」と、特殊教育の学校種とその

目的を規定している。さらに、学校教育法施行令第

22条の3では、盲学校、聾学校、養護学校（さらに

知的障害、肢体不自山、病弱の3種類に分かれる）

に就学すべき障害の種類と程度を規定し、「適正就学

指媒」の基準としている。

図．特殊教育の対象となる児童生徒数の推移（義務教育段階）

（％）

L5

1、〔｝

O．5

　
＾
り
拳

　
の
の

　

数
徒

り
》
戊
E

H
駐
巾

　
∬
巳

　
児
る

　
全
な

0
の
と

6
為
象

S
段
対

　
『
）

　
f
”

　

教
W

　
務
教

55

義
殊

3
は
特
ω

　

40

の
O

　
数
ち
台

0

日

lL8

　　　　　　　　　［竺

㊤一願冨「°㌫．。蹴

O．40r8

0．Lt8「J

通級による指導

lLg　　　　　I1．1（［　　　　H．1］　　　　【L12　　　　1L］3　　　　［Lレ1　　（「卜1文）

文部科学省「！t後の特｝州支扱教育の在り方；こついて倣終蹴1川」参杉資利よ1）

11



　学校教育法第75条では、比較的・隆度の障害をもつ

子どものために、5種類の陪害別の特殊学級の5莞置

を規定し、さらに1993（平成5）年には、学校教育

法第73条の21で、言語障害、情緒障害、弱視、難聴

について、小中学校の通常学級に在籍しながら特定

の時間に特別の指導を受けるという「通級による指

導」が制度化され、現在の障害の種類と程J隻によっ

て教育の場を分けての特殊教育の制度が完成するこ

とになる。

　義務教育段階で特殊教育を受ける児童生徒は、

1％前後で推移してきたが、近年1．5％程度に上昇

し、全児童生徒数が減少する中で、実数、割合とも

に増加してきている。

　その背景には、制度の整備によって受け皿として

の特殊教育の場が増加したこともあるが、子どもの

教育を受ける権利をめぐる保護者の認識が高まった

結果と見ることもできる。それは、子どもの権利条

約第23条の障害をもつ子どもの権利保障に関する条

項において述べられている、「特別なケアを受ける権

利」の行使でもある。

3．障害観の変化と教育権

　しかし、　・方で、障害者をめぐる阯界の状況は大

きく変わりつつあった。1960年代の北欧諸国に端を

発するノーマライゼーションの理念と迎動は、1970

年のWHOによるICIDH（国際障害分類）の提

案とそれに続く国遮の国際障害者年、そして国際障

害者のト年の取り組みにつながり、障害当事者の主

体性の尊重と、障害を社会的文脈で捉えることをグ

ローバルスタンダードにした。それは2001年のIC

F（国際生活機能分類）によって障害のサポートモ

デルとしていっそう強調されることになる。障害の

ある人々が必要な支援を受けながら地域社会におい

12

て共に生活するというノニマライゼーション社会の

実現のためには、学校教育におけるインクルーシブ

な教育環境が不可欠であり、1994（Lド成6）年のユ

ネスコによるサラマンカ声明はインクルージョン教

育（包み込み支えあう教育）を国述加盟のすべての

国々に求めたのである。

　こうした国際社会の視点からわが国の特殊教育制

度を見たとき、一：つの問題点が明らかになる。　．・つ

は、ノーマライゼーション、インクルージョンに逆

行している点である。わが国の制度は前述のよう

に、障害の種類と程度に応じて、すなわち一般の子

どもたちとは別枠の体制の中で教育し、それによっ

て自立する力をつけてから社会に出て行くという考

え方をとってきた。だからこそ、特殊教育において

も効率化が求められ医学モデルに基づく訓練主義が

重視された。知的障害養護学校では「愛される精薄

づくり」のための「学校ユ：場方式」が熱心に取り組

まれた。

　しかし、義務教育完全実施を経て障害の重度・重

複化に直面したとき、「できるようになってからの

社会参加一1は破綻するのである。同時にまた、別学

体制によって形成された杜会は、「できるようにな

った障害者」をも排除することに気づかされること

になる。

　もう一・つの問題点は、ICFの視点に立つことに

よって見えてくる（，医学モデルによる治療・訓練主

義ではなく、ICFが提案する社会的相互作用とし

て障害を捉えるとき、子どもたちの「ニーズ概念」

も変わらざるを得ない。子どもの持つ集団活動への

参加の問題やコミュニケーションの困難性は、その

子・一人をとらえて指導・訓練するのではなく、周囲

の環境の整備や他の子どもたちとσ）関係性のt，1，nでと

らえることが必要になる。単純な「発達保障」から



「関係性の保障」への転換が求められていると言え

よう。

　これは狭義の教育権保障に立脚する特殊教育か

ら、社会的存在としての人権を保障しようというイ

ンクルーシプな教育への転換に他ならない。子ども

の椎利条約第2条の差別の禁止条項を基本に踏まえ

たうえで、第23条の個々のニーズへの対応を講ずる

ということになる。これが特別支援教育への転換の

本．来の趣旨というべきであろう。

4．特別支援教育への転換と権利保障

　上述の問題点を踏まえつつ、．一方で財政的・政治

的事情も含みこんだ形で、いま、わが国のこれまで

の特殊教育の制度は改革が目指されている。障害の

種類と程度による特別な場での教育から、ノーマラ

イゼーシaンを目指した、一・人ひとりの児童生徒の

教育的なニーズを基本にして、教育の場については

柔軟に対応することができる特別支援教育への転換

である。文部科学省の調査研究協力者会議による

「今後の特別支援教育の在り方について」（最終報

告）（2003年3月）を受けて、具体的な制度改革のた

めの検討が中央教育審議会によって進められてい

る。中聞報告が2004（平成16）年12月に発表された

ものの、最終報告は2005年度、それに基づく法改正

は2006年度以降と予想されている。この中間報告の

内容は制度改革について歯切れが悪く、またスケジ

ュールは当初よりずれ込んでおり、改革の歩みは若

二［：足踏み状態といわざるを得ない。

　しかし、文部科学省委嘱のモデル事業や地方自治

体独自の先験的試行がすでに始まっている。その一・

つは、副籍（東京都）、支援籍（埼玉県）、地域学校

籍（長野県）など、呼び方はさまざまであるが、．盲

聾養護学校に在籍する児童生徒が地域の小中学校の

世界の児翫とt：tMl

通常学級にも籍をもつことができるという、ノーマ

ライゼーション、インクルージョンを日指した取り

組みである。これまで行政の縦割りの弊害のなかで

分断されていた地域の福祉・医療機関との連携につ

いては、協議機関の設置やコーディネーターの指名

など、具休的な歩が見えてきている。障害のある子

どもも地域の小ll1学校に在籍することを原則とす

る、という画朋n勺な方向を打ち出した自治体もあ

るe

　こうして、子どもの権利条約第2条で表明された

差別の禁．1．Lすなわち統合教育と、第23条に規定する

特別なケアを受ける権利の保障との制度的融合、す

なわちインクルージョン教育が目指されていること

は、権利擁護の視点から喜ばしいことである。しか

し、その実現にはまだかなりの道のりを要するのが

実態である。義務教育費国庫負担の廃1ヒが進むと、

地域格差が生ずることも・・卜分懸念される。準備状況

が整わない中での制度転換については、保護者から

は不安や反対の声も．ヒがっている。

　．了一どもの人権、教育権の中身とそれを保障する具

体的手立てについては、理論的にも実践的にもさら

に検討を続けなければならない。いずれにしても、

当事者の主体的な自己選択、自己決定に拠るべきも

のであることは明らかであり、それを制度的に保障

することがまず求められよう。

キーワード：特別支援教育

　障害の種類、程度によって教育の場を分けていたこれまで

の特殊教育がら、障害のある子もない子もできる限り共に学

びながら、一人ひとDの教育的ニーズに合わせた特別の支援

を用恵していこうという新しい教育の考え方。コーディネー

ターの指名、個別の教育支援計画の策定などによって、福祉や

医療とも連携しながら、生涯にわたる一貫した支援を行うこ

とで、ノーマライゼーションの実現を目指している。中教審で

制度改革を検討中。
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受容とは
特 集
子どもの権利条約の批准から10年

　　　一施設養護の検証

　　　　　　　　　　むら　　せ　　か　　よ　　こ

大正大学刷学部搬村瀬嘉代子

1．はじめに

　職種の違いはあれ、およそ人聞関係を基にしなが

ら人を援助する仕「∬に携わる職業人で、「受容」とは

何か知らない言葉だということはないであろう。Ψ

門職ではない人であっても、その個人なりにこの言

葉が意味することは浮かぶであろう。それほど「受

容1とは自明のこととして平素用いられている。そ

れにも拘わらず、あえて、本誌がこれを取りあげら

れた意図は、それをいかにして実現していくか、そ

れは必ずしも自明ではなく、ことに当たって判断に

迷う、という事態が少なくない、あるいは養護の場

で「受容」のあり方を巡って、それをどのように体

現するか、現実に対処するとき、意見が教しない

場合があるからであろう。

　この小諭では、適切に「受容」を体現していくに

は、どのような要閃が必要とされるかについて考え

てみよう。

2．「受容」と「共感」

　広辞苑によれば、「受容」とは「受け人れて取り込

むこと」とある。これにより積極的意昧を込めて、

人間関係を基に営まれる専門職問の基本的日妊念とし

て用いられるようになったのは、C．ロジャースの

クライエントvlt心療法が広く｝1ξに受け入れられたこ

とが契機であろう。クライエント中心療法は、人間

の潜在力、すなわち成長‘・∫能性、自己実現への傾向、

白己治癒力が誰しも人のうちに存在しており、この

ような傾向が発現するためには、セラピスト（援助

者）の側に受容、共感性、純粋性が求められる、と

いう。とりわけ、受容（acceptance）がなされるため

には共感（empa【hy）という営みがあってそれが可能

になる、という意味で、この．二つの概念はとりわけ

屯要視されてきた、と言えよう◇

　「受容」とはクライエントをあるがままに批判を

せずその存在を受けいれる、というように受け止め

られている。ただ、これを字義通り妙に教条主義的

に考えてしまったら、それは違うであろb，．援助者

に求められている受容性とは、「人間性に対して、真

撃な姿勢を基盤に持ちながら、柔軟な心、しなやか

な発想、ふところ櫟い受け止め方をすること」（岡、

1990）である。つまり、内心、疑問や怒り、その他諸々

の気持ちが湧き・Lがってくるのを無理に黙っている

ことが「受容」だと我慢するような平板なことでは

ない。「受容」と「許容」は似て非なるものである。

　さきにあげた受容の基本的捉え方からすれば、実

はこれはクライエント中心療法ばかりでなく、どの

ような理論的立場に立つ人にとっても、基盤として

共通に重要な課題と考えられていることであろう。

そして、「受容」とは、今それを体現できるレベルに

達した、というようなものではない。受容にも、浅

いレベルから、深いレベルのものまでさまざまがあ

るし、質の高さを考えればLz限はない。援助職に携
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わる者にとっては、「受容」は援助技法のアルファ

であり、オメガなのである。

　クライエントに対する姿勢の基本として、受容と

並んで重視される「共感」は他者の体験する感1情や

心的状態を、自分も全く同じように感じたり理解し

たりすることであるが、受容は相手の存在を全体的

に受け［1：．めようとするマクロなことであり、共感は

　　　　　　　
限りなく相手に身を添わせて、その内而を共有する

ように努めるという点で、ミクロ、繊細緻密な営み

である。

　さて、共感という言葉の語感や、共感を体現する

状態を「他者の靴を履くこころもち」などと喩えら

れるところから、共感とは、感性や感情を並として

働かせることというように考えられているのではな

かろうか。ところが、共感とは実は優れて知的な営

みであり、観察と思考に裏打ちされたものであると、

私は臨床経験から考えているが、同様の見解を青木

省三も述べている（村瀬、青木、2004）。個人として

のナイーヴな感受性を働かせるレベルは「同情」に

近いのではなかろうかe「共感」とは緻密に観察し、

そこから気づくこと（分かることも分からないこと

も含めて）について、手許にある情報、経験や知見

と照ぢし合わせながら、考え抜く、するとそこに

「ああ、そうなのであろう、ああ、そうなのか…」

と必然的に自ずと自分の内から湧き起こってくる、

思考に裳打ちされた感受性の発露なのである。

　この共感に支えられて、相手をそのまま、その存在

を「そうなのか…、そうなのね…」と受け止める、こ

れが「受容」である。つまり、受容や共感は感情や感

覚を元に生じ、機能するというものではなく、小さ

なことをも大切にして気づく観察力、そしてそれを

元にそのことについて理解を深めるべく考え抜く、

その結果、す一っとある種の実感を伴って分かって

くる一連の機敏で素早いプロセスの所産なのであ

肚界の児瓶とlj性

る。いいかえれば、受容と共感は、観察と思考、知性

に裏づけられて発動する感受性の所産なのである。

3．二律背反を超えて、生じる受容

　さて、人を援助する臨床の現実は、公式をただ適

用すれば解決する、というようにl／il．純にことが運ば

ない場合がほとんどである。あちらを考えれば、こ

ちらのそれはそれでもっともと考えられる理屈が成

り立たない、という矛盾した状況で判断を迫られる

ことが少なくない。二律背反のむずかしさである。

このむずかしい場面に遭遇すると、つい容易なほう

に気持ちを傾け、そこで簡litに「受けとめるのだも

の」と自分を納得させがちである。だが、より深く

質のよい受容とはそう簡単なものではなかろう。例

を挙げて考えてみよう。

　その児童養護施設の中で、休暇中、園児は家族や

何らかの繋がりで、．一時帰宅や外泊をするのに、数

名の園児は全くその繋がりがないことを知り、園長

先生にご相談し私の家へ招くことを始めた。その一

人が当時小学2年のA子であった。

　朝、出迎えに行き、私は手作りした白と赤の格子

柄の手提げをプレゼントした。（A子は、セロファン

袋から手提げを出し、じっと見つめて頬ずりしてか

らすぐ使おうとせず、常用の黒いTバッグにしまっ

た）わずか一日の訪問であったが、筆者と一緒に調

理した食事は締麗に残さず食べて自分でも驚き（極

度の偏食、小食であった）、学習は苦手、学力は低い

ということであったが、一緒にピアノを弾いた後、

ピアノの鍵盤を数える数式まで、彼女は独力で考え

出した（7（白鍵の数）×7＋5（黒鍵の数）×7

十4（而端の残りの鍵数）＝88）。健気に新しいこと

にいきいきと挑戦して、うまくいくと素直に喜ぶA

子であったが、家族については彼女の幻想的な願望

を語った。（それは児童記録にある苛酷な現実の正
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反対であった。）素直な気持ちのこもった文章で、当

Elを懐かしみ、再訪を約すという礼状が来た。彼女

が自発的に手紙を書いたことも初めて、ということ

であった。

　翌年の夏休み、A子はやはり私の家を訪れる数人

に入っていた。朝、迎えに行くと、彼女は友達の闇児

たちに［1々に羨ましがられて泣いていた。他の園児

たちも自分たちは泊まり先があっても、やはり村’お

ばさん（筆者を子どもたちは当時こう呼んでいた）の

家へ行きたい、A子は羨ましい、というわけであっ

た。彼女は行きたくないと渋ったが、図長や職貝の

方々にすすめられて私と・一’緒にタクシーに乗った。

　ところが、駅に着くとA子はぐずり始め、ついに

駅前の蕎麦屋の前で座り込んでしまった。かたくな

に顔を伏せて無言である。話しかけても応えず、地

面を睨むように見つめている。しゃがみ込んだ彼女

の姿勢の全身から、怒りと悲しみと悔しさが一緒に

なって、「ここは動かない」という意地が立ちのぽっ

ているように感じられた。私も彼女の傍らにかがん

で彼女の気持ちをあれこれ付度しながら、黙ってい

た。ふと考えた。彼女はいつも施設でちょっと気分

を害すると2、3時間はぐずり続け、最後は職貝の

方が根負けしてA子の主張が通っていた。それが

「むずかしい子、苦手な子」という気分を周囲に抱

かせることにもなっていた。私は彼女の怒りや悲し

みを察すると、無理に自宅へ伴うより、彼女の希望

に添おう、とすぐこころを決めた、，ただ、彼女が日

分の口で、どうしたいか話すのを待とう、彼女の選

択に素直に従おう、と。ただ、自分の気持ちを言葉

にする、子どもなりに自分の行為を引き受けること

を学ぶ、そこから本当の自尊心が生まれるのだ、こ

ちらがずるずる根負けしてしまうと、それでは我を

通しても彼女とて後味は爽やかでなかろう、と考え

たのである。
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　真夏の陽光は容赦なく照りつける。暑い、日射病

になるかも、とn陰へ移動をすすめたが、彼女はか

たくなに拒み、繰り返すと表情は一層険しくなるよ

うに見えた。駅前の繁華街なので、二人の様子を足

を止め眺める通行者も少なくなかった。中には、ど

うやら私が子どもを苛めている、と見て取り、なだ

める声をかける婦人もあった。そんな誤解に彼女は

　　　　　　　　　　　　　　　・
さらに苛つき、その悔しさ、悲しさは増したようだ

ったe2時間も過ぎ、1ユ時半を回ると、蕎麦屋へ入

る客がたて込んできた。店の入り「1にしゃがみ込ん

でいるのは客の迷惑になるのが歴然であった。「お

客さんの迷惑になるから」という言葉を彼女は聞き

入れ、店の戸口から1メートルほどしゃがむ位置を

ずらした。このように、関係のない他人に迷惑をか

けまい、とするA子の振る舞いをすぐ賞揚した。そ

して、「こうやって必要なことは聞きいれてくれる

力があるのに、ずっと地面を睨んでいるのは、簡単

に言えない気持ちなのだと思う、私が大人の力で、

A子ちゃんを無理に自宅へ連れて行くとか、今日は

施設へ遮れ帰ることはできるけれど、そうではなく、

あなたの気持ちと意見を聴きたい。いつも、施設で

黙りこくり、最後は周りを根負けさせるやり方は、

本当はA子ちゃんも満足していないはず」と話した。

彼女は耳を傾けており、一瞬不思議そうなぎくっと

したような表情を浮かべたが、気を取り直したよう

にかたくなに黙りこくった。

　近くの店で、昼食をと誘っても、彼女は黙して動

こうとしなかった。午後2時近くなったであろうか。

飲み物を差し出しても飲もうとしない。「A子ちゃ

んの頑張りというか強情には感心した。尊敬してし

まう。でも、私も元祖強情、つき合うから…」と語

りかけると、彼女は一瞬笑いかけ、あわてたように

顔をまた強ばらせた。

　彼女は私の家を訪ねることを楽しみにはしていた



であろう。だが、他の子に羨ましがられるようには

単純ではなく、「もし自分にも何か繋がりのある一・

時帰宅先があれば…、村おばさんの家に招かれる子

はそういう先がない子どもたちなのだ…。施設の中

でも繋がりの薄い自分、そうだ、家族がちゃんとし

ていたら…、なぜ私は…、ああ…」彼女の胸中を想

像し、暑さも相倹って私は全身が痛いような想いが

していた。すると、彼女は小さな声で私にもたれか

かるようにして、「あの、あの、」と小声で話しかけ、

さめざめと涙をこほした。怒りでぐずっているとい

うより、寂しい自分を持てあましているようであっ

た。私は間違っていたらごめんなさい、と言ってか

ら、彼女の胸中について想像したことを一部言葉に

しかけると、彼女は小さく頷きながら、私の言葉を

継いで自分の家族を始め親族との関係が施設の子ど

もたちの中でも薄く、それが寂しく、腹が立っのだ

と訴えた。そっと肩を抱き私は言葉もなかった。や

がて、「今日は施設へ帰る、いつかもっと気分を変え

られたら、おばさんの家へいきたい」と答えた。そ

の夜、園長は彼女が通り一遍のお礼と詫び状を私宛

に．書くと、諄々と諭して彼女に再考を促されたの

だ、という。真夜中を過ぎて書き上げたという「今

口のことを忘れず大切にして、すなおになりたいと

思います」という手紙を後日私は受けとった。

　それから毎年夏、A子は「行きたい、でも行かな

い」と訪ねてこなかった。訪れる他の子どもたちは

「大丈夫、少しずつ進んでいるよ」などと、私が黙

っているのに心中を察して、A子の様子を話してく

れた。私は敢えて手紙は書かずにX訪する子どもた

ちや職員によろしくと伝言するに止めた。高校3年

卒業の時、A子は自ら希望して私の家へ来訪した。

含差の微笑を浮かべ、柔らかな落ち着いた雰囲気で

あった。「この家を訪ねられる自分になりたい、と

思ってきた。あの時のことずっと考えて今日まで来

ll〔界の児巾：と「a性

た」と。「私の想像の中でレディーとして成長してい

たA子ちゃんと実物同じ…」双方視線を合わせて思

わず微笑んだ。その後、家族への気持ちも何とか一

応整理し自立的に暮らしている、という。

4．「受容する」ために求められること

　受容にも深さと1幅がある。受容するための要因を

次に列挙しよう。何か自分が懸命に受容に努めてい

るつもりなのに、その実が上がらないときは以下の

要因に照らして振り返ってみることも役立つのでは

あるまいか。

①虚心に事実を級密にかつ多而的に観察する。②駆

使できる知見の蓄積に努める、知識は自分の身体の

rFIを潜らせて納得したものにする。③自分を相対化

して眺める姿勢をもつ、原囚を外在化させて考える

ばかりでなく、自分に引き受けて考える、自分を振り

返る。④自分の内に湧き起こる感情、思考内容をIE

直に認める。⑤多杣で考え抜く、自分に都合のよい

枠組みや理論を適用して簡単に分かったつもりにな

らない。⑥自分の満足のためではなく、相手は何を

必要としているのか（相手の健康な心身の成長や治

癒のために）を考える。⑦自分自身を程よく受け入

れていること。自分以上でもなく自分以．’ドでもなく。
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分も同じように感じ理解するためには、撤密で的確な観察力

と観察事実について考え抜くこと、しがもこれを機敏に行う

ことが基盤として求められる。
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父性的枠づけと母性的ケ
アについて

特
子どもの権利条約の批准から10年

　　　一施設養護の検証

　　　　　　　　　　　　　　　　　　お　 カ《才〉きよう　こ

難子ども家庭趨セ・ターセ・タ臓小川恭子

1．はじめに

　1994年にlll本が子どもの権利条約を批准してから

すでに10年が経過した。この間教育・福祉・医幼r等

の現場において、多くの機関がさまざまな場面でそ

の実践に取り組んできている。このような時代背景

のなか、児雌養護施設の現場においても子どもの視

点に立った施設養育への模索が為されてきている

が、反面子どもたちの行動化が日立つようになって

きている。その背5ヒには、権利条約がもつ本来の意

味解釈の問題もあると思われる。

　児童養護施設とは、生存権や発達権等の諸権利を

行使できずにきた了・どもたちが、それを保障され自

分の人生に希望を持つための支援がなされる場と言

える。了・どもにとっての最善の利益とは、本来、子

ども自身が決めることであり子どもの気持ちが優先

されることである。大人の価値観や押し付けの生活

ではなく、その年齢に応じた生活の在りようが自ら

の意見とともに作り」二げられることが大切となって

くる。これは、壬どもの恣意的な生活とは明らかに

違う。そして、子どもは権利を有し行使する主体者

ではあるが、発達可能態として適切な大人の援助を

受ける権利をも有している。そのため、施設職貝は

従来のように大人の立場から子どものニーズを考え

るのではなく、子どもや家族の真のニーズ把握のた

めの学習を深め、自らが養育への主体性や養育理念

を持ち、子どもと1．’分に話し合いながらその生活を

築いていくことが求められるのだと思う。大切なこ

とは、子どもの意見を聞く姿勢を持つことであり、

・人ひとりの∫・どもへの願いを誠実に表現すること

なのだろう。そのためには、了・どもの過去体験への

理解のための多而的な視点や、子どもの発達段階を

知る必要がある。また、．f’どもに対しては権利の行使

には義務の遂行がともなうことを伝える必要があろう。

　この点を踏まえ、家庭の代替機能を持つ児巾養護

施設に求められる父性的枠づけと母性的ケアについ

て考えることとする。

2．母性・父性をめぐって

　ところで、柏木忠子は「ly：性という言葉は、次の

三つの面を持つ。第1は、妊娠・出産・授乳の潜在

的可能性を持つ身体的機能としての母性である。こ

れは、女性に生来的に規定されている生物学的身体

的性差に直結した〈産む性〉としての母性である。

第2は、子を慈しみ育てる心と行動の而である、，川

産後母乳を了・どもを抱いて与えることにはじまる一’

連の養育行動である。〈育む性〉としての矧：性であ

る。第3は、コンセプション、イデオロギーとして

の母性である。〈iifiむ性〉＝〈育む性〉とし、産む、

育むことの双方を担うものとしての女性、いわゆる

曜：性土義における母親であるe』と述べている。ここ

では、本テーマの趣旨に沿い、第2の意味での母性、

すなわち〈育む性〉としての母性に着日したい。こ
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の〈育む性〉は、社会・文化の産物といえる。特に

El本の場合、家父長権が強化された結果、女性には

家庭的で献身的な母親であることが期待されてきた

歴史がある。優しさ、愛情深さ、こまやかな心遣い

などが女性にふさわしい特性とされてきた。このよ

うな日本文化の特色を、河合隼雄は母性原理として

とらえ、父性原理に対立するものとして位置づけて

おり、『父性は「切る」、母性は「包む」機能を主と

しており、父性は善と悪、できる者とできない者、

固いものと柔らかいもの、など何でも明確に区別し

ていくのに対し、母性はすべてを全体として包み込

んでいく』と述べている。

　父性・母性の概念は、進化と歴史の中で形成され

てきている。人間としての生き方が多様化されてい

る現代はその概念化自体がむずかしいところではあ

るが、ここでは河合隼雄の説明をもとに、生活上の

規則・役割・責任・権利・義務などの社会的規範を

伝え、子どもたちを律する役割として父性を、一一方

子どもたちを受容し、癒しを与えていく役割を母性

と考えることとする。

　他方、最近の母性の発逮に関する研究（研究内容

についてはここでは割愛をするが）よって、〈育む性〉

としての｛尋：性は、長年の学習の産物であることが明

らかになってきている。これは換言するならば、男

性であれ、女性であれ、その生育歴や育った環境の

rl1で、幼い者や弱い者への慈しみ・優しさが育まれ

ることを意味する。つまり、母性＝女性、父性＝男

性と捉えるのではなく、人間性として、一人の人問

の中に父性・母性の両方を有していると考えること

が大切といえる。

3．児童養護施設における父性的枠づけと母性的

　ケアについて

く事例〉

世界の児献と母性

　A子。アルコール依存症の実父による虐待で中学

3年生で入所。入所後、友人とのトラブルによる早

退が多く、加えて喫煙・無断外出等の行動もあり、

児童相談所からの．前触れ通りの「むずかしい子」で

あった。父子家庭であり、幼いときから実父と2人

だけの封三活を送ってきたA子。その実父による虐待

から逃れるために、外泊を重ね逸脱行動を繰り返し

てきたが、大人への依存より友人との関係を優先し

て生きたといえる。また現実対応が多く、逃避とし

て簡単で快適なものを得る傾向が強く、さらに、「周

りの影響を受けやすい子」「周りに流されやすい子」

であった。

　児童養護施設は生活の場、それは憩いの場である

ことを意味する。恐怖や生命の危機をくぐり抜けて

きた子どもたちが、憩いと安らぎのある生活を送る

ことは非常に大きな意味を持つ。そのような生活基

盤の保障とともに、施設養育の前提となる課題の一

つに子どもと施設職貝の養育関係の成立がある。こ

れは、基本的には子どもの境遇に対する共感を基盤

とする受容の問題であるといえる。ここでは、養育

関係成立のためのプロセスについて、特に父性的・

母性的養育に焦点を当てながら、事例を振り返って

みたいと思う。

（1）安定期

　これは新しい環境に対して慣れ親しませる時期で

ある。とりわけ人間関係において安心感をもたせ、

新しい生活に対する意欲を持たせることが必要な時

期と言える。この時期、子どもたちは不安と緊張感

をもっているので、その気持ちを受容するような母

性的な視点でのかかわりが大切である。

（2）依存関係の醸成期

ユ9



　これは安定期と重なって行なわれるが、r’1常礁活

での具体的な労作を通じて子どもの大人に対する依

存心を育てる時期である。そしてこの依存心はその

過程において段階的に自立へと導かれることが必要

である。この時、まず大人として何を依存させるの

か明確にすることが火切となろう。それを曖昧にす

ると子どもを退行化させる恐れがある。また、依存

関係は相互関係である。子どもからの依存と阿時

に、子どもに対する依存も伝えていかなければなら

ない。その相：厄作用を通じ、依存し依存される人間

関係を培うことができると言える。例えばA子の場

合、アルコール依存症の実父との生活が長く、実父

の飲酒による気紛れな対応の中で生活をしていた、、

また、実母との生活経験は3歳までと短く、本人に

は実母の記41意さえなかった。衣・食・住という日常

生活が保障されず、慈しみ・優しさといった母性的

養育を受けずに成長したことが予想されたA子に対’

し、まず、気持ち良く目覚め、しっかりと朝食を食

べ、沽潔な衣服を身にまとい、元気に登校し、友人

と遊び、勉強をし、楽しい食卓を囲み、入浴をし、

清潔な寝具でゆっくりとll民る、といった日常生活を

しっかりと提供することで、安心できる生活環境へ

の依存を願った。さらに、女性職員は大人の女性モ

デルとなるように、言動・身のこなし方・生活技術

等を折に触れ伝えていった。また、A子には年少児

：童の面倒やお手伝い等、生活参加のtllで依存のイ・n互

性を伝えていった。

　次に大切なことは、依存欲求に対して応えられる

こと・応えられないことの境界を伝えていくこと、

行為として許されないことは毅然として教えていく

ことである。A子には、一貫性のある対応を心が

け、逸脱行動に対しては社会のルールとして決して

許されないことを、じっくりと話し合った。これは

父性的かかわりといえる。ここでの対応のあり方が、
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依存から自立へと発展するか、または依存から退行

となるか。重要な境目となる。

（3）部分信頼の醸成期

　依存関係が成立し、施設職員に対’する期待感を丁

どもに培うことができたならば、次は部分信頼を表

明する時期である。これは漠然とした全面信頼では

なく、確実にr一どもの行為一・つひとつの事実に基づ

くものであり．子どもの行動を理解するための労作が

必要である。その努力によって子どもは施設職員が

1／11分に関心を持っていること、理解していることを

知り職員に対する信頼感も増していく。この相互作

用におけるプロセスが信頼関係を作り上げていくの

だと思う。

　この頃になると、学校内や友人とのトラブルは多

かったものの、A子の生活にも随分と落ち着きが見

られてきた。それまでの生活の1トで見出し、「感情

の機微に優れている」「小さい子には親切にできる」

「頼んだ仕事は、確実にこなす」といった信頼でき

る部分を伝えることで、「自分を理解してくれてい

る」大人として、一・歩ずつ信頼関係を培っていった

時期でもある。ここでのかかわりは、愛情や優しさ

を基盤とした馴生的なものが多かった。

（4）課題の提示期

　部分信頼の絆が成立したならば、徐々にEl常生活

において発遥課題の提示が必要となる。過去におけ

る不適切な養育により保障され得なかった発達上の

課題に対し、アプローチを試みる段階である。

　A子の場合、現実対応が多く、逃避として簡単で

快適なものを得る傾向が強く、さらに、「周りの影

響を受けやすい子」「周りに流されやすい子」であっ

た。この状態は自我の未発達を呈するものと理解で

きる。そのA子に対して、交友関係を制限したり、



説諭をしたところであまり意味はなかった。必要な

ことは、A子が自分自身について考える機会となる

ように、本児の行動や出来事の意昧づけを伝えるこ

と、また大切にされている自身を実感することで自

分を肯定的に受け人れていく支援であった。望まし

い自己評fl！liを培うこと、これは換言するならば自分

自身を受け入れることでもあり、A子にとって最も

必要とされることであった。ここでのアプローチも

母性的かかわりを基盤とすることが多かった。

　事例より、施設養育における父性的・母性的かか

わりを基盤に、子どもとの養育関係成立がなされて

いることが理解できるc。そして、児堂纈祉施設とい

う視点にたつならば、求められるものは母性的養育

が主流であり、優しさや包み込む暖かさの中で育ま

れる感情交流を媒体に、養育関係が作られていくの

だろう。その関係性を拠り所に、父性的かかわりも

本来の機能を果たしていく。単なる枠づけをする怖

い職員ではなく、大好きな大人、魅力ある大人とし

て予どもの心に内在化することで、子どもは価値観

や行動基準をその大人から学ぶのであり、子どもの

成長・発達にとって大きな影響を及ぼすことが考え

られる。養育を社会的役割とする児童養護施設にと

って、非常に屯要な点である。

4．まとめにかえて

　家族とはその構成貝である父・旧：・子が世帯を形

成しlll常の情緒的交流がある場としての家庭の機能

を持つことを意味しており、その構成員のつながり

が家族の基本と言える。それゆえ、家庭としての家

族が持つ重要な機能は、了・どもにとって非常に大切

な意味を持ち、父親・母親の子どもの発達への影響

として、多くの研究もなされている。しかし、家族

に両親が健在していても親役割機能不全の家庭もあ

れば、一・人親家庭であってもしっかりとその機能を

llξ界の児激と母性

果たしている家庭もある。これは、父性的・母性的

かかわりの問題である。家庭の代替機能としての役

割を持つ児童養護施設の責務は大きい。

　さまざまな養護事情を抱えた子どもを受け入れ、

子どもの権利保障の立場に立った養育の実践を考え

た時、制度問題・職貝の資質・職場の環境等さまざ

まな問題があることは歪めない現状とは思う。しか

しこの条約批准は、日々の施設実践を振り返る一助

となったのではないだろうか。一人の人間として生

まれ、そしていずれ社会に巣立ち行く子どもたちを

前に、児童福祉を担う私たちの役割を検Riliしつつ、

了・どもの持つ力を信じ、子ども自らが問題解決の主

役として動き始めるよう、その「力」に気づくよう

な援助を展開していくことが施設職員には求められ

てくるのだと思う。児童養護施設は、子どもの権利

条約批准以前から子どもの最善の利益のために存在

していたはずである。子どもたちが辛い過去体験を

乗り越え、自らの人生を主体的に生きていくための

生活の場として、その本聚の意味・日的を遂行する

ことが、施設生活における子どもの権利保障といえ

るのではないだろうか。

参杉・リIJIj文献

山庄司洋ポ脚ll浪田仁山縣文治編集（1996）：1’家族・児紺rトけ1U有斐閣

tLJI柏木忠」㌧（21｝03：）：「家族心11▲！学．「4〔京ノ“ド：版余

：3，永川二葱・、胡協隆夫Clf）鯛）：「解悦　子どもの権利条約］日ポ評論杜

川柏木想」㌧〔1993）：「父親の発速心理学」川砧Sy，）i

Lsh河W叩雄ほ992）：「子どもと学校」71波W♪i

キーワード：意見表明権

　意見表明権は、子どもが自分に関係のあることについて自

由に意見を述べる権利であり、たとえそれをうまく言葉で表

すことができなくても、自分が思い描いている考えや気持ち

を真験に受け入れてもらう横利である。児童養鍍との関連で

は、意見表明権は、児童養護施設等への入所や、施設等での

生活の中で保障されるべき権利として、きわめて璽要な恵味

をもっている。
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被虐待児にかかわる施設職員の

Secondary　Traumatic　Stressについて

特 集
子どもの権利条約の批准から10年

　　　一施股養置の検証

　　　　　　　　　　　　　　　　きた　の　　あ　　や　　こ

元・繍障跳醐酬雌セラビ・ト北野亜也子

1．はじめに

　ここ10数年来注日され続けている社会問題の・つ

に、児童虐待が挙げられるが、今なお虐待によって

命を落とす子どもは後を絶たない。2000年10月に

「児童虐待の防1｝二等に関する法律」が施行され、政

府は児童虐待の早期発見・早期対応および適切な保

護に乗り出した。その対応の．一’つに、］f’どもの施設

入所処遇がある。施設入所処遇は増加の．．・途をたど

り、施設では虐待を受けた子どものさまざまな問題

に直面することとなった。中でも∫・どもの生活を援

助する職貝との関係は、特に問題視されている。

　Figley（1995）は、人は実際に身体的な傷つきや

恐ろしい経験をしていなくても、そのトラウマティ

ックな出来事を知ることによって、精判1的に大きな

術撃を’受けるとし、それをSecondary　Traumatic　Stress．

（二次的外傷性ストレス；以ド、STSと記す）と

呼んだ。被虐待児と共に生活をすることでその了・の

人生の一’部を抱える経験をする施設職貝は、まさに

このSTSにさらされているのではないかと思われ

たため、4年前に被虐待児にかかわる施設職員のS

TSについて、その特徴や程度を探る探索的研究を

行った。その後筆者は、！ヒ活を直接援助するll蔵貝に

加えて、セラピスト、教師、医師、看護師、栄養ir

がそれぞれの立場から援助を行う、定貝54名で大舎

制の情緒障害児短期治療施設に勤務することとなっ

た。本誌では、その研究結果に加えて、筆者が実際

に施設で働くことを通して感じた職貝のストレスの

様子とその対応について述べていきたいと思う。

2．研究結果

（1）調査対象と方法

　西日本地区の児栢遷護施設および乳児院に勤務し

ている施設職貝に対し、質問紙での調査を行った。

質問紙は、Figley（1995）によってf乍成されたST

Sを測るCe］npassion　ftltigue　Sel　t’　Test（共感疲うフド1記

式テスト）を参考にして著者が作成した、被虐待児

にかかわる施設職貝の傷つきを測る27項Hからなる

尺度と、稲ll司（1988）によって翻訳された21項［1か

らなるPiilesのバーンアウト尺度に対し、7件法で回

答を求めるものである。被虐待児にかかわったこと

のある208名（男性49名、女性159名）を分析の対象

とした．

（2＞分析

　傷つきに関する尺度の27項目と、バーンアウト尺

度の21項Hについて、主成分分析法による囚子分析

が行われ、それぞれ3つの因子が抽出された。傷つ

きに関しては「被虐待児に対する心的反応」「仕「∬

への意欲」「自己憐潤感．」、バーンアウトに関しては

「活気の低下」「充足感」「心身消耗感」の3因十で

ある．，さらに、これらの各因子において、男女間、

職種（保育士・指導貝）問、職場（児1置養護施設・

乳児院）聞、施設ll多態（大・中舎制、小舎1削・グ
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ループホーム）間はt検定という分析方法によっ

て、経験年数（タイプ1：2年以下、タイプ2：3

年以．ヒ5年以下、タイプ3：6年以上ユ0年以下、タ

イプ4：1！年以上）、年齢（タイプ1120～24歳、タ

イプ2：25－29歳、タイプ3：30～39歳、タイプ4：

40歳以一ヒ〉は、t一元配置分散分析によって差を検定

した。

（3）結果と考察

・ 傷つきに関する得点について

　傷つきの程度に差は見られなかったが、男性より

も女性のほうが「自己憐欄感」が強かった。これは、

女性性が心理的にも社会的にも受動的かつ内向的な

方向で捉えられることが多く、よって何かストレス

を受けた時、それを解消するのに、自分を憐れむと

いうような、自己に向かう方法を頻繁に選択する傾

向にあるからであると考えられる。

　児童養護施設の職貝のほうが、乳児院の職員より

も、より傷ついており、「被虐待児に対する心的反応」

が高く、「自己憐欄感」が強かったのは、被虐待児の

年齢が高くなるにつれて、かんしゃく、暴力なども

激しくなり、加えて職員の感情を刺激するような暴

言が見られてくるからであると考えられる。

　小舎制・グループホームで働く職員のほうが、

大・中舎制で働く職員よりも、より傷ついており、

「被虐待児に対する心的反応」が高かった。これは、

密接にかかわっている分、情緒的結びつきも深くな

り、子どもたちの表出される感情に巻きこまれたり、

振りまわされたりするからであると思われる。

　勤務して3～5年にあたる、25～29歳の職員が、

最も傷ついており、「被虐待児に対’する心的反1芯」も

高かったのは、援助者としての自信や熱意が出てく

る頃に、被虐待児の理解しがたい言動によって、そ

れが揺るがされるからであると考えられる。

・ バーンアウト得点について

世界の1　／etと母性

　バーンアウトの程度に差は見られなかったが、女

性のほうが「心身消耗感」が強かった。これは、被

虐待児の多くは母親からの虐待であり、母親との関

係に問題を抱えていることが考えられ、女性職員に

それを投影しやすいからであると思われる。

　児童養護施設の職員のほうが、乳児院の職貝より

も、よりバーンアウトしており、「心身消耗感」が強

く、「充足感」が低かった。これは、被虐待児の年齢

が高くなるにつれて、彼らの攻撃性は強くなり、こ

ちらが一生懸命働きかけても彼らに安定の兆しは見

られにくく、自分の無力感にさいなまれ、自信やや

りがいを喪失していくからであると考えられる。

　経験年数に差が見られなかったことから、本研究

で調査対象となった職貝は、新卒者の燃えつきとし

て特徴づけられているリァリティ・ショックから、

生き残った人たちであると考えられる。

・ バーンアウト得点の全体平均について

　バーンアウトの金体平均得点は3．5で、これは、

バーンアウトの警戒兆候が見られるという値囲に当

たる。これは、被虐待児に対し、誠意を持ってかか

わっても、彼らのもつトラウマは回復が困難であり、

職員は無力感や裏切りを感じ、バーンアウトにおい

て高いリスクを負ってしまうからであると考えられ

る。また、被虐待児の入所増加に伴い、心理的ケア

が盛んに求められるようになったが、心理的ケアの

意味や方法が浸透しているとは言いがたく、そこに

葛藤が起こり、それも要因の一つではないかと考え

られる。

3．現場で感じた職員のストレスについて

　上記の研究より、職員がストレスを感じるのは、

子どもとの関係性においてであることが明らかにな

った。実際に施設で働き、研究結果は現場で問題と

なる職員のストレス状況と一致していると実感し
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た。さらに、虐待を受けた子どもやその保護者とか

かわって思うことは、養育者との問で幼い頃から繰

り返されてきた歪んだ関係のパターンが、子どもの

人格形成や、他者とのかかわり方にそのまま反映さ

れ、大きな障害をきたしているということであり、

突然の被害によって抱えるトラウマよりも、根深

く、複雑であるということである。以下、これらの

視点から、現場で感じた職貝のストレス状況につい

て述べたい。

・子どもに気持ちが伝わらない

　子どもが問題行動を起こした際に、子どもに、こ

れ以上自分自身を傷つけるようなことをしてほしく

ないという痛切な思いを真剣に伝えても、深い傷つ

きによって、自分が他者に大切な存在として扱われ

るだけの価値ある人間だと実感できない子どもに

は、かたくなに反抗的態度を取り続けたり、理解し

ていない表情を示したり、話を受け流したり、その

場では理解した様子を見せてもまた同じことを繰り

返すといった現象が見られる。この時、職員は自分

の思いが伝わらないことに苛立ちや無力感、激しい

怒りといった感情を持ち、大きなストレスにさらさ

れると思われる。

・ 子どもからの暴言、暴力

　被虐待の子どもの特徴として、自分の巾に沸き起

こる怒りや不安といった感情や白分の欲求を適切に

処理することがむずかしく、職員への暴言、暴力と

なって現れることが挙げられる。この特徴は年齢に

関係なく、子どもの心の状態によって起こるため、

職員は自分よりも体が大きく力も強い子どもから攻

撃を受けることもあり、子どものこの言動をどう理

解し受けとめたら良いのか分らないという混乱、い

つまたやられるかという不安、恐怖、こんなことに

いつまで耐えたらいいのかという被害感や怒りを持

つことになり、精神的にも肉体的にも大きく傷つく
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こととなる。しかも、1±1分の感情や欲求を暴言暴力

で表現することが当たり前の胆堺で育った子ども

が、そうではない適切な方法を身につける過程にお

いてはかなりの時間がかかることが予想され、指導

しても子どもが同じことを繰り返すといったことが

起き、そういう行動にもストレスを感じると思われ

る。

・ 子どもをコントロールできない

　rw”の児竜福祉施設では、1微員の不足はどこでも

深刻な問題であり、実質1人の職貝が見る子どもの

数は10人を超えると言われている。そのような状況

の中で、日常生活をこなしていくためには、子ども

をコントロールする技｛辻が問われ、それは目に見え

やすく、周囲からの評価の基準にもなりがちである。

しかしながら、虐待を受け養育者との閲に適切な愛

着関係を築けなかった子どもは、職員との間にも愛

着関係を築きにくく、行動化によって職員から被害

感や怒りといった感情を引き出し、子どもを避けた

り、あるいは威圧的に支配しようとする関係を職貝

に取らせる。職貝はこういった関係の中で自分のコ

ントロールが及ばないことへの疲弊感を感じ、周囲

から技杖不足と低く評伽されているのではないかと

落ち込み、どうしたらよいのか分からないことに悩

み、孤立感を感じることになり、ストレスを抱える

と思われる。

4．ストレスの対応について

　こういった、ストレスの状況を改善するためには、

以．ドのような視点が必要であると思われる。

・ 子どもの発達心理理論を知る

　子どもがどのような心の発達をたどり、どのよう

な行動を身につけていくのか、その発達段階でつま

つくと、どのような障害が子どもに起きるのか、そ

れを理解することは、これまで得体が知れず、理解




